
第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案

全体 全体 「子どもの最善の利益が実現され　すべての子どもが　健や
かに育ち地域全体で子育てできるまち　流山」は素晴らしい
理念と思います。市民として計画推進と実現に是非協力した
いと思いました。計画案の策定は大変な作業と存じます。市
長や市職員の皆様に感謝しております。下記に意見を記し
ます。

-

無

P12 第２章２（１）合計特
殊出生率の推移

「合計特殊出生率」は、「15～49歳までの女性の年齢別出生
率を合計したもの」であり、「一人の女性がその年齢別出生
率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する」も
のです（厚生労働省HP）。本文中の「女性が一生の間に生
むと考えられる子どもの数」ではありませんので、正しく修正
してください。また、当該部分を含めて、もし可能であれば、
関係審議会の先生方など、専門の方に事前にご確認いただ
いてから公開されるような進め方を検討すべきではないかと
思いました。

合計特殊出生率の説明を追加します。

有

P12　下記を追加します。
※合計特殊出生率：15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの

P12-18 第２章２少子化の動
向

出生率、未婚率、労働力率、婚姻率、離婚率の定義が良く
分かりませんでした。脚注でもかまいませんので書くべきで
はないでしょうか。書かないのであれば、国税調査など、こ
れらの定義の参照先を本文中に記載すべきです。

出生率、未婚率、労働力率、婚姻率、離婚率の説明を追加
します。

有

下記を追加します。
P13　※出生率：人口千人あたりに対するその年の出生数の割合
P14・P15　※未婚率：年齢区分ごとの一度も結婚したことが無い人の割合
P16・P17　※労働力率：年齢区分ごとの人口に占める労働力人口（就業者＋
完全失業者）の割合
P18　※婚姻率：人口千人あたりに対する婚姻件数の割合
P18　※離婚率：人口千人あたりに対する離婚件数の割合

P16-17 第２章２（５）年齢別
労働力率の推移と
比較（男性）、（６）年
齢別労働力率の推
移を比較（女性）

「年齢別労働力率」とするならば、他の割合も「年齢別」と書く
べきではないでしょうか。そもそも、年齢別は間違いで年齢5
歳階級別とも思います。適宜修正してください。

年齢別出生数、未婚率及び年齢別労働力率の表記を修正
します。

有

下記のとおり修正します。
P13　「年齢別出生数」→「年齢階級別出生数」
P14・P15　「未婚率」→「年齢階級別未婚率」
P16・P17　「労働力」→「年齢階級別労働力率」

P12-18 第２章２少子化の動
向

婚姻率、離婚率、労働力率については、母集団の人数が記
載されておらず統計の表記として不適切と思います。流山市
の年齢（5歳階級）別・男女別人口数も掲載すべきではない
でしょうか。

労働力率は国勢調査、婚姻率及び離婚率は千葉県人口動
態統計の数値を引用しています。

無

P19 第２章３（１）認可保
育所等入所児童数、
（２）認可保育所等待
機児童数

「認可保育園等」が何を指すのか分かりません。例えば、
「小規模保育事業」は含まれますか。具体的にどういったも
のを指すのか、脚注でもかまいませんので説明を補記すべ
きです。

認可保育所等の説明を追加します。

有

P19に下記を追加します。
※認可保育所等とは、認可保育所、小規模保育事業所、認定こども園を指し
ます。

P19 第２章３（１）認可保
育所等入所児童数、
（２）認可保育所等待
機児童数

流山市に「認可保育園等」に含まれない保育施設を利用さ
れている児童はいるのですか。もしいるのであれば、その人
数を「認可保育園等入所児童数」と同様に明記すべきと思い
ますし、「認可保育園等待機児童数」に含まれるのであれば
その旨を明記すべきです。

「認可保育所等」に含まれない保育施設は認可外保育施設
になります。認可外保育施設の入所数等は把握していませ
ん。

無
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第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案No.

P19 第２章３（２）認可保
育所等待機児童数

「認可保育所等待機児童数（国基準）」→どんな基準である
のか、説明を補記すべきです。

認可保育所等待機児童数（国基準）の説明を追加します。

有

P19に下記を追加します。
※認可保育所等待機児童数（国基準）とは、「保育所等利用待機児童数調
査要領」で、待機児童の計算の基準を厚生労働省が定めたものです。保育
の必要性の認定を受け、保育所等の利用の申し込みをしながら、利用してい
ない児童を待機児童として把握します。ただし、１．既に保育所に入所してい
るが転園を希望している児童、２．育児休業中の保護者が復職の意思のな
い場合、３．他に利用可能な保育所があるにも関わらず、特定の園を希望し
ている場合等は待機児童に含まれません。

P20 第２章３（４）学童クラ
ブ（放課後児童健全
育成事業）入所児童
数

学童クラブ（放課後児童健全育成事業）が一体何を指すの
か分かりませんでした。脚注でもかまいませんので説明を補
記すべきです。

学童クラブ（放課後児童健全育成事業）の説明を追加しま
す。

有

P20に下記を追加します。
学童クラブ（放課後児童健全育成事業）は、保護者が労働等により昼間家庭
にいない小学校就学児童に、授業終了後等に適切な遊び及び生活の場を
与え、健全な育成を図ることを目的とする施設です。

P98他 第６章５（３）保育
サービスの充実と多
様化
１１３　学童クラブの
活用

学童クラブについて、流山市には市が運営するもの以外に
も、民間が運営する同様のサービスが多々あります。これら
も市が運営する学童クラブと同様に放課後子ども環境の整
備に貢献しており、多様な市民ニーズに応えており、まさに
「保育サービスの充実と多様化」に直接貢献しています。具
体的事業にこれらの民間の学童サービスの支援を盛り込む
ことを提案します。具体的には、「113学童クラブの活用と民
間事業の支援」として文末に「また、放課後子ども環境への
多様な市民ニーズに応えるため、民間が運営する学童クラ
ブの事業者と意見交換を行い、これらの支援の在り方を検
討します」を追加するのはいかがでしょうか。ご検討くださ
い。

市が委託していない、いわゆる民間学童クラブへの助成は、
今後の学童クラブの待機児童対策の一方策として、他市の
状況なども見ながら研究していきたいと考えています。

無

全体 全体 流山市には、「子ども・子育て会議」があり市のホームページ
では審議会に分類されています。重要な会議と存じますが、
この「子ども・子育て支援総合計画」には、一文字たりとも、
この会議が出てきません。私は、行政だけでなく第三者の専
門家や市民によるチェックや意見の反映を伴いながら、本計
画は進められるべきと考えますので、この計画の中に当該
会議（審議会）が果たす役割を明記することを市民として提
案したいと思います。また、市民からの当該意見があった旨
を、どうか「子ども・子育て会議」の委員の先生方とも共有く
ださい。この意見に対応無の場合は、当該会議も了承の上、
対応無となったと理解します。いじめについて教育委員会の
対応が問題になったのに、子どもに関する本計画で審議会
等の外部委員会に一言も触れないのは、あり得ないと思い
ました。

子ども・子育て会議については、役割の説明を追記します。
本計画の策定では、P108、P109に掲載のとおり、計10回の
子ども・子育て会議、計2回の子ども・子育て会議部会により
審議、意見をいただいています。

有

P109に下記を追加します。
子ども・子育て会議の役割：
子ども・子育てに関する主要な施策に関し必要な調査及び審議を行い、市長
に答申し、又は建議すること。

P22-30 第３章　第１期子ども
をみんなで育む計画
の評価

計画の評価について疑念があります。22ページに記載され
た評価の方法は、単なる自己評価です。第三者の評価がな
いだけでなく、自己評価の妥当性ですら一切検討されていま
せん。このような100％主観の評価結果を市民として絶対に
受け入れられません。最低限、自己評価（22～30ページ）の
妥当性を「子ども・子育て会議」に諮って、その審議結果も反
映すべきです。既に意見を聞いているならば、22ページに明
記してください。

計画の評価の在り方では、主に第４回、第５回の子ども子育
て会議において、審議、意見をいただいたところです。
また、その中では、自己評価の妥当性を含めたより良い評
価の仕方について、引き続き子ども・子育て会議の中でも検
討を続けていくとの方向性が示されました。今回いただいた
ご意見も踏まえ、検討を続けてまいります。

無
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第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案No.

全体 全体 「子ども・子育て会議」に疑問があります。市のホームページ
で審議会に区分されているのに、名前が「会議」となっている
理由を教えてください。特に審議会と会議の違いについて知
りたいです。また、委員構成について市民として疑問があり
ます。いじめの対応に関する問題から、流山市における健全
な子どもや子育ての推進には、第三者の学識経験者の視点
が極めて重要なことよくわかりました。しかし、ホームページ
の委員構成を拝見すると、子ども子育て事業の運営に関す
る委員が多いように見受けられ、本市の子ども・子育てに関
する主要な施策に関し必要な調査及び審議の客観性を担
保できているとは言えないように思いました。近隣の大学に
ご協力頂き、第三者の学識経験者の先生方の比率をもっと
増やすべきではないでしょうか。また、教育委員会の職員が
会議の委員になっていることにも違和感がありました。一般
的には、事務局かオブザーバーではないでしょうか。ご検討
ください。

ご意見の「審議会」と「会議」の違いですが、どちらも流山市
附属機関に関する条例における、地方自治法第138条の4第
3項の附属機関となります。
ただし、子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法第77条
において、審議会その他の合議制の機関の設置が位置付
けされており、そこでの合議制の機関として「子ども・子育て
会議」という名称が使用されています。このことから、本市に
おいても、子ども・子育て会議として同様の名称としていま
す。
また、委員構成では、普段より子ども・子育てに携わる当事
者の声を直接本計画や施策に反映させていけるような構成
としており、教育委員会の職員も入れています。
学識経験者を増やしていくことについては、現子ども・子育て
委員における審議を行うなかで、より多くの意見を聴かなけ
ればならない場合など、今後、必要と考えられる際に検討を
してまいります。

無

P39・73 第５章　３　子ども・
子育て支援給付に
係る教育・保育の一
体的提供及び推進
に関する体制の確
保の内容に関する
事項

（2）について、質の高い教育、保育及び子育て支援を提供
するには、「保護者のみならず幼稚園教諭、保育士等の専
門性や経験が重要だけでなく」、幼稚園教諭や保育士等の
労働環境の改善が欠かせません。この取り組みを是非推進
して頂きたいと考えます。（2）の文末に、「また、流山市が、
専門性や経験をより活かしやすい職場となるべく、幼稚園教
諭と保育士等の労働環境改善に関する取り組みを推進しま
す」を追記することを提案します。また、73ページ「8　保育
所」に関係事業を盛り込むことを提案します。

無

P39・73 第５章３子ども・子育
て支援給付に係る教
育・保育の一体的提
供及び推進に関する
体制の確保の内容
に関する事項

「（1）認定こども園の普及に係る基本的な考え方」について、
認定こども園への移行など、ここに挙げられたことを進める
ためには、既存幼稚園、保育園の健全な運営が欠かせませ
ん。民間とはいえ、公的支援を受けているものですから、市
には、既存幼稚園・保育園が健全に運営されているか管理
監督して不適切な内容があれば積極的に是正させてほしい
と強く願います。このことを計画に盛り込んでください。具体
的には、（1）の文末に、「また、利用者や児童が施設の運営
状況の変化による不利益を被らないように、未然防止の観
点から、既存幼稚園・保育園等において健全な運営がなさ
れているか確認し、適宜監督、指導できる取り組みを推進す
る。」を追記することを提案します。また、73ページ「8　保育
所」に関係事業を盛り込むことを提案します。

無

P97 第６章５（２）仕事と
子育ての両立の推
進

104.105とも素晴らしい取り組みと存じます。105は特に推進
して頂きたいですが、前の計画と概ね同じ内容で発展が無
いと思いました。本計画では、より一層の父親の育児参加を
進める取り組みが必要と考えます。
私は市民として、106「流山市男性職員の育児休業取得の義
務化」を事業に追加することを提案します。
理想では、本庁舎に勤務する職員だけでなく、市長、議員、
消防、各学校の先生、現業の職員の方々にも含めて、例外
なく、子どもが生まれたら男性職員全員が必ず育休を取得
する取り組みを行って頂きたいですが、是非、できる部局、
役職から少しづつ進めて下さい。賛成する市民は多いと存じ
ます。市が率先して男性職員の方々に育休を取得させるこ
とで、流山市が変わるのではないでしょうか。意識改革と任
意取得には限界があります。市長のリーダーシップと議員皆
さんの理解を期待しています。

育児休業取得に対する周囲の理解と育児休業を取得しやす
い職場の環境づくりは重要と考えます。市男性職員における
育児休業については、特定事業主行動計画に位置付け、取
得の推進をしています。
しかしながら、制度としてほとんどの職員に周知されているも
のの、取得率が低い現状があります。
その背景として、育児休業では、各家庭の環境や方針など
各々の事情が挙げられることから、今後、取得を義務化して
いくことは難しいと考えます。 無

1-13

1-14 ご意見のとおり、既存幼稚園、保育所の健全な運営は欠か
すことの出来ないものと考えています。
なお、幼稚園並びに認可保育所では、千葉県が認可権者と
して、労働環境を含んだ監督、指導をしているところです。本
計画の具体な事業としての位置付けはしませんが、市としま
しても千葉県と連携し、引き続きより良い運営の推進に取り
組んでまいります。

なお、市幼児教育支援センターでは、市内全ての幼稚園・保
育園（所）・認定こども園・小学校を対象に幼児教育から学校
教育への円滑な移行を支援するため、年3回の幼保小関連
教育研究会及び保育研究会において、情報交換会や研修
会を行っています。

1-15
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第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案No.

全体 全体 基本目標「子どもと母親（保護者）の健康づくり」について、
「子どもと保護者の健康づくり」と表現を改めたほうが良いの
ではないでしょうか。事業を見ると、なにも母親に限定したも
のではないように思いました。例えば、離乳食を作ったり、食
べさせたり、歯磨きしたりするのも、流山市の多くの父親が
やっていると思います。母親経由ではなく、父親にもこれらの
情報を直接提供して頂きたいです。もしどうしても母親と書き
たいのであれば、保護者の方が母親よりも広義ですから、保
護者（母親）とすべきです。父親も母親も等しく保護者です。
保護者ではない父親がいないように保護者ではない母親も
いません。あえて、「母親」に（保護者）と説明を付ける意図
が理解できず、不適切な表現であり修正されるべきとも思い
ました。修正をご検討ください。

ご意見のとおり、基本目標2 子どもと母親（保護者）の健康
づくりの表現を修正します。

有

P34・P36・P68・P77・P78
「基本目標2 子どもと母親（保護者）の健康づくり」→「基本目標2 子どもと保
護者の健康づくり」に修正します。
「(１) 子どもや母親の健康の確保」→「(１) 子どもや保護者の健康の確保」に
修正します。

P86 第６章３（３）教育環
境の充実

教育環境の充実のためには、教員の労働環境の改善が欠
かせません。特に57「心の教育」においては、どんなに授業
力を向上させても、疲れてしまっていたり、仕事に追われてし
まったり、家族や自分の時間が十分に確保する余裕が無い
先生が子どもの豊かな心を育む授業ができるとは到底思え
ません。私は市民として当該事業に教員の労働環境改善に
関する内容を追加することを提案します。具体的には、「57
心の教育」の文末に「また、これに併せて、教員自身も豊か
な心を持てるように、超過勤務時間の削減など、学校におけ
る労働環境の一層の改善に取り組みます」を追記することを
提案します。

教職員が仕事と家庭生活のバランスを図り、心身ともに健康
を保つことができる環境を整えることにより、子どもたちの成
長に必要となる、効果的な教育活動を持続的に行うことがで
きると考えます。教員の負担軽減については、本計画以外
に、次期流山市教育振興基本計画に位置付けし、取り組ん
でまいります。

無

P86 第６章３（３）教育環
境の充実

近隣の自然が減る中、ビオトーブは素晴らしい試みと思いま
す。また、各図書館、博物館は、子どもの豊かな心を育むた
めに極めて重要な施設です。図書館や博物館、生涯学習セ
ンターなどで行われている各種イベントや展示は、どれも素
晴らしく、参加している子どもたちの楽しそうな姿を見て、有
意義な時間を過ごしていることが良く分かります。これらビオ
トーブや各施設に、今後も継続的に、十分な予算と人員が
配置され、流山市の子どもや子育てに貢献して頂くことを期
待しています。

学校周辺の自然や、校内に設置されたビオトープを利用し、
地域や学校の実態に応じた環境教育を進めることは重要と
考えます。社会・理科・総合的な学習の時間を中心に、今後
も推進していきます。
また、図書・博物館では子ども向けの講座等を今後も継続し
て進めていくほか、生涯学習センターでは指定管理者制度
による管理・運営を継続します。 無

1-17

1-18

1-19
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第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案No.

P92 第６章４（１）安全な
まちづくりの推進

通学路や通学時間において、スピード違反や違法駐車等、
リードを付けない犬の散歩、公共施設のリサイクルボックス
へのごみの不法投棄が目に余ります。子どもの安全を守る
ためにも、警察など関係機関と連携して、特に通学路におけ
る違法行為の摘発と取り締まりを進めてください。具体的事
業に、「通学路の安全確保」として、関係機関と連携した通学
路におけるマナー違反、違法行為の摘発と取り締まりの強
化を追加することを提案します。

市民のみなさまにおかれましても、違法行為を確認した際、
警察へ通報等いただくなど、いつもご協力いただきありがと
うございます。
ご意見の違法行為に際しましては、市としても確認し次第、
警察に情報提供していくなど、安心安全なまちづくりの実現
に引き続き取り組んでまいります。また、第10次流山市交通
安全計画に基づき、交通安全運動をはじめとする各種街頭
活動により、今後とも交通安全の啓発を進めてまいります。

無

P89 第６章３（５）地域活
動の充実

74　児童館・児童センターについて、市立小学校では子ども
同士で校区外に行けません。そのため、校区に児童館・児
童センターが無い小学校の生徒は、児童館・児童センターを
利用できません。これらの生徒へのケアが必要ではないで
しょうか。例えば、小学校体育館の開放（教員の負担となら
ない方法で）、各地センターの部屋の開放（うるさくしてもおこ
られない）などがあり得るように思います。ご検討ください。

児童館・児童センターは、学校区ごとの区割りはありませ
ん。市としても、利用しようとする方が学校区を意識すること
で利用を控えるようなことがないよう、引き続き、利用のしや
すい運営を研究してまいります。

無

P40 第５章４教育・保育
の量の見込みと確
保方策

1号～3号まで5段階に区分されていますが、0～2歳児のこと
しかありません。資料編には、3歳以上児の推定が記入され
ていますが、なぜ、区分の中に3歳以上児がないのでしょう
か。
　私の孫（4歳、2歳の女児）は別々の保育園でお世話になっ
ています。下の孫は娘が送迎できますが、家から車で20分
の下の子の保育園の送迎はどうしても私がやらなければな
りません。
私も仕事をしているので、時々お迎えが間に合わなくなりま
す。
来年度から一緒の保育園にしていただくように申請はしてい
ますが、一番定員いっぱいになってしまう年令なので心配し
ています。
北部地域、特に江戸川台は空き家が多くなっているので、そ
のような所の活用や駅前のアパートの空き地（市が購入した
と聞きました）を活用してほしいと思います。
計画案には、具体的な北部地域の整備計画がありません
が、いつごろ具体化されるのか、何らかの方法でお知らせく
ださればありがたいです。
（お忙しいところ、読んでいただきありがとうございました。）

ご意見の利用者区分については、P5(４)保育の必要性の認
定において記載しているところですが、より分かりやすい表
記とするため、P40にも各区分の年齢表記を加えます。
なお、北部地域の保育所等整備目標ですが、本計画期間中
において、具体的な候補地や運営事業者等の検討を進めて
まいります。

有

P40の2号認定の箇所を2号認定（3歳以上）と修正します。

1-20

1-21

2-1
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第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案No.

ご意見の子どもの居場所では、既存７館の児童館・児童セン
ターに加え、新たに整備するおおたかの森地区及び南流山
地区の児童センターを活用して、遊びによる子どもの育成や
子どもの主体性を育むよう活動内容の充実を図るとともに、
子どもの居場所づくりに努めてまいります。
また、市としても学童クラブの質がしっかりと確保出来るよう
引き続き運営の確認をしていきます。
いじめの問題では、今回の報道が流れたことで、市民の皆
様には大変ご心配をおかけしております。改めてお詫び申し
上げます。今後、調査会によって最終報告書が作成され、再
発防止に向けて真摯に対応してまいります。また、これから
も流山市の教育活動に誠実かつ懸命に取り組み、子ども達
の健全なる成長を願い、支えていく所存です。
人権教育に関しては、毎年、全小中学校の担当者が「学校
人権教育研究協議会・地区別協議会」に参加し、『人権尊重
の精神に立つ学校づくり』について研修しております。また、
流山市「教師力アップ講座」においても講師を招聘し、人権
教育について研修いたしました。今後も引き続き「自分の人
権・他者の人権」を大切にする児童・生徒を育てられるよう、
推進してまいります。

無

3-1 全体 全体 流山市は子育て世帯を積極的に誘致しているが、保育園を多く
作っていくことと、送迎ステーション以外は特に何も子育て支援
をしているように感じません。
小さな子ども達の居場所も、小中学生の放課後や長期休暇の
居場所も選択肢がない。
特に小学校の学童の質は悪く、自校の学童が合わなかった場
合、民間の学童に行くことしか選択肢がない状態で、費用面か
ら就業を諦める方も多いです。
共働き子育て世帯を誘致するなら、学校の学童の数も必要だ
が質をしっかりとしたレベルまで持っていき、民間の学童の助成
や、他の居場所についても他の自治体を研究見学する等して
早急に作っていくべきだと思います。
また、ニュースにもなったいじめ隠蔽の問題からも、流山市の
教育委員会の体質の悪さは明らかであり、教育長の説明は意
味不明で誠意も反省もなく、市長も何も説明も今後の方針も示
していない状態。流山の教育は未だ昭和のままの管理教育の
状態で極めて古い。街だけ綺麗にして、この実態はとても恥ず
かしいです。
千葉県教職員組合も一緒に作られている子どもの権利条約の
文書や、都内でも校則や学校改革をしているのを参考にして、
管理教育教育からの脱却と子ども達の人権を守る学校に早急
に、早急に変えて頂きたい。子ども達は大人の都合のいいよう
にできるモノではなく、大人と同じ人権をもつ人間です。
小学生に給食完食を強要したり、大声で威圧したり、中学生に
は人権侵害だらけの校則でしめつけたり、異常です。
人権研修を開いたり、他の先進的な学校に研修や見学に行っ
たり、常に教育をアップデートしてください。
また、学校の運営はPTA会費とPTA会員の無償労働に頼りす
ぎです。
教育の予算を増やしてください。子育て世帯が増えて税収も増
えていると思います。公立の義務教育なのに追加での徴収も多
すぎます。PTAも昭和のようで、学校とは別の外部団体のはず
なのに任意周知もされておらず、強制要素が極めて強く、委員
会等に動員する人数も多すぎます。古いです。今、全国各地で
PTAの改革も進められています。本当に子育てしやすい市にす
るなら、市発信でPTAも改革していかないと、共働き世帯にとっ
て昭和のままのPTAは苦痛になりますし、強制等が多いことか
らも、人権侵害にあたると思います。今の流山市の子育ては、
質より量ばかりで、残念ながら特にいいところは見当たりませ
ん。子育て世帯の為に頑張ってくださっている議員さんもいらっ
しゃいます。多くの意見にしっかり耳を傾けて、前例踏襲や伝統
等が今の世間一般の感覚から乖離していないかを考え、市長
がおっしゃっているマーケティングも大切にして、誘致する文言
通り本当に子育て世帯にとって良い市作ってください。今の子
育て世帯もいずれ歳をとっていきますが、子ども達もこの市で
子育てをしたいと思える市や教育になっていれば、市の未来も
変わってくると思います。
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第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案No.

全体 全体 計画のあちこちに子どもの養育は母親がするものという一貫
した思想が感じられ、不快です。ジェンダーに配慮した書き
方にしてほしいと思います。

本計画において、子どもの養育は、母親がするものという考
え方をしているものではありません。育児の負担軽減のた
め、子育てを支援していくという視点で策定しています。ま
た、１－１７と同様に表現を修正します。

有

1-17修正案のとおり。

全体 全体 計画を見ていて、子どもが主体でないと感じました。こういう
事業を行うということばかりで、子どもたちをどう育てたいの
か、そのために子どもたちにどんな機会を提供するのかとい
うことが見えてこないと感じました。
例えば、世田谷区の世田谷区子ども計画（第２期）後期計画
では「子どもの意見表明機会の充実及び子ども自身の主体
的な参加や参画のもと、施策・事業等における子どもの声の
尊重・反映」とあり、子どもたちが主体となる計画をしていま
す。そういう視点も入れてほしいと思います。子どもたちが学
校でアンケートなどもあると思いますので、「子どもたちの自
己肯定感を高めていく」、「子どもたちが毎日を楽しく過ごし
ているか」などもKPIとして使えます。箱を作れば達成できる
という課題だけでなく、実際の子どもたちの育ちをよくしてい
こうというアプローチでの目標たてもしてほしいと思います。
それが、子どもたちの育つ環境の質に直結するのではない
でしょうか。

本計画の実施により、全ての子どもが自分の意志で思いや
考え方を伝えられ、自分で考え工夫できる子どもに育ち、社
会とつながりをもって、自立した生活ができるように育ってほ
しいと考えています。

無

P67-
104

第６章施策の展開 1７歳までが子どもです。しかし、計画の中に中高生に向けた
取り組みは性教育とキャリア学習くらいしかありません。
もっと本人たちの声を聴き、青年期の居場所や活躍の場所
を広げていくべきだと思います。

本計画を推進していく中で、青年期の居場所や活躍の場所
について研究してまいります。なお、中学生に向けた取り組
みは、本計画以外に「流山市教育振興基本計画」で位置付
けしています。

無

全体 全体 世田谷区の目標では、「指導監督の強化や第三者評価の拡
充等により、すべての保育施設において「子どもの命」 が守
られた環境が整えられていることを前提としたうえで、巡回
指導相談等の充実や保育の質ガイドラインの活用により「子
どもの育ち」が守られた質の高い保育・幼児教育 が提供さ
れている。」と記載されている。流山市においても、この位明
確に質を意識した目標を入れておいてもらいたい。特に第3
者機関による評価を様々な場で取り入れ、客観的に評価し
てもらうことで、継続的な改善につなげていただきたいと思い
ます。

児童福祉法による指導監査の実施や流山市保育の質のガ
イドラインにより、保育の質の向上を図ります。また、社会福
祉法で定められている第三者評価の受審を推奨します。

無

全体 全体 いじめの防止やインクルーシブ教育についての項目がない。
他の市の計画をみていると、そういった項目がある場合が多
い、今、いじめの問題も出ている中、こうした項目がないのは
なぜか。きっちり項目を設けて取り組むべきではないか

インクルーシブ教育は現在も推進しているところですが、引
き続きインクルーシブ教育システムの構築に向けて、児童生
徒、保護者、学校の一層の連携と支援を行います。いじめ防
止に向けて取り組むことの重要性について認識しており、次
期流山市教育振興基本計画においても施策７「豊かな人間
関係づくりの推進」を位置づけ、いじめ防止に取り組みます。 有

P84「５０こどもの権利条約・児童憲章の周知・啓発」に下線を追加します。

「人権週間等で意識を高めるだけでなく、子どもの権利や人権意識定着のた
め今後も周知・啓発に努めます。また、流山市いじめ防止対策推進条例及び
流山市いじめ防止基本方針を踏まえ、子どもたちがいじめ防止に対する考え
方を身に付けられるように、スクールロイヤー等による「自他ともに人権を守
る大切さ」をテーマに『いじめ防止授業』を実施します。」

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5
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第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案No.

全体 全体 放課後子ども教室については、全くノープランのままでよいと
は思えません。
保護者の就労の有無にかかわらず、子どもの居場所を確保
し、自由な遊びや体験・交流の場や仕組みを充実していく必
要があると思います。

既存７館の児童館・児童センターに加え、新たに整備するお
おたかの森地区及び南流山地区の児童センターを活用し
て、遊びによる子どもの育成や子どもの主体性を育むよう活
動内容の充実を図ります。開館時間の延長も視野に入れな
がら、子どもの居場所づくりに努めます。また、保護者が就
労している児童は、引き続き学童クラブで受け皿を確保しま
す。 無

P83-90 基本目標3　子ども
が健やかに成長でき
る教育環境づくり

昨今、情報化、グローバル化などが進むなかで、STEAM教
育のような先端的教育を望む声が保護者からもあがってい
るものと思われます。
　しかし公立小学校、公立中学校において、このような教育
を実現するのは、大変な準備工数がかかること、保護者が
望むもの通りなのかどうかといった評価とフィードバックに時
間がかかったり直接声を拾うのが難しいことから、ハードル
が非常に高いものと考えられます。
　一方、保護者の方のなかには、さまざまな環境で就労し、
AI、データサイエンス、IoTといった先端技術に通じた方、仕
事で英語を活用している方、アートをはじめとした人文系の
知識を持っている方など、地域ではまだ活用しきれていない
教育的価値、ポテンシャルがあると推察します。
　このポテンシャルをもっと活用していくといった施策をご検
討されてみてはいかがでしょうか？
　例えば小学生中学生をはじめ、こどもたちに、保護者の
持っている得意なこと・知識を話していただくトークセッション
をする、子どもたちで将来のAIを想像するアイデアソンをはじ
めとしたグループワークをする、いろんな職業の話を保護者
の方からこどもたちにしていただく、といった企画です。
　先日、この子ども支援総合計画や保護者の方々の感じて
いる課題をもとに、どのような提案が市役所の方にできる
か、ディスカッションをしておりましたときに、地域のコーディ
ネータという役割の存在を知りました。
　私たちとしては、上述の企画を私たちの手でやってみて、
コーディネータの方に見ていただき、もしよろしければ、流山
市に広めたり他市に広められたりという活動がしたいと考え
ております。

地域ボランティアの力を学校教育に活用できる取り組みとし
て、地域学校協働活動があります。本活動では、各学校に
読み聞かせ、部活動指導、ミシンや習字のサポート、英語検
定の面接、賞状書き、職業人講話、歴史の講話や囲碁、将
棋の指導などを行っています。今後も地域の皆様のお力を
児童・生徒のために活用できるよう推進します。

無

P21-30 第３章　第１期子ども
をみんなで育む計画
の評価

本章は、第一次計画の評価の部分。Aの数などが明記され
ているが、具体的な事業名がないので、市民の側で意見し
ようがない。例えば基本目標１、①情報提供・相談体制の充
実はAが１３となっているが、どのような項目つまり事業内容
についてAとしたのか本計画の内容では全くわからない。少
なくとも事業名と評価をつなげる形での明記は必須。評価そ
のものは、市側の主観的なものでしかない。このような示し
方だと、Aの数がいくらあっても、市民にとって意味がない。
評価の仕方については、今後研究・改善が必要ではない
か。

1-12の回答のとおり。

無

4-6

5-1

6-1
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第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案No.

P61 第５章６子ども・子育
て支援法に掲げる任
意記載事項

任意記載事項という言葉では、わからない。第6章を参照と
あるが、ここでの記述は、母親のみで、重要な「父親への施
策」「要支援児童対策協議会」などが、その言葉すら出てこ
ない。一部の施策に偏り、詳細は第6章にするとしても、全体
的なしくみの骨格がわかる記述にする必要があるのではな
いか。虐待はDVとの強い関連性が見られるが、本計画の中
ではDVという言葉が一度も出てこないことに違和感がある。

ご意見を踏まえ、分かりやすい表現となるよう任意記載事項
の説明を追加します。
虐待とDVの関係性による計画への記載では、関連するP61
①児童虐待防止対策の充実において文言を追加します。
また、父親への施策については、修正案1-17のとおり「保護
者」として母親、父親に限らず施策を展開していくことや、
P97事業番号105育児への父親の参加が挙げられます。
要保護児童対策地域協議会についてはP100(１)児童虐待
防止対策の充実において、その必要性について位置付けて
います。

有

下線部のとおり追記します。

P61　任意記載事項とは、子ども・子育て支援法第６０条に定められている子
ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針に
おいて、本計画に必ず記載しなければいけない事項以外に、市として進める
べき施策を示したものとなります。第６章の施策の展開と合わせ、任意記載
事項の内容の実現化に取り組んでいきます。
　

P61　①児童虐待防止等対策の充実
　　　　　児童虐待及びDVの早期発見、・・・

P72 第６章１（１）情報提
供・相談体制の充実

４　各種相談など、何度か重なって出てくる施策については、
別のもののように読めるので、その明記が必要ではないか。

　「４各種相談」は各相談内容を記載しています。「６各種相
談の連携」では各相談の連携体制について記載していま
す。

無

P78 第６章２（１）子ども
や母親の健康の確
保

乳幼児健康診査にマイナンバーが使われるとのこと。この文
章では、どのように使われるのかがわからないので不安に
なる。記載するなら説明が必要ではないか。

乳幼児健診等のマイナンバー制度を活用した情報連携につ
いては国全体で決められていることであり、不安がないよう
に説明に努めます。

有

P78「３６　乳幼児健康診査」を下線部のとおり修正します。

また、令和２年夏頃より、マイナンバーを活用した他市町村との情報連携を
行うことで、転居時に、乳幼児健康診査の受診の有無や健診結果・予防接
種の接種履歴が引き継がれるようになり、さらに必要な情報を提供できるよ
うになります。

P82 第６章２（４）小児救
急医療の充実

小児医療については、救急だけでなく、一般診療も課題があ
る。（行きつけの）開業医の休みが重なる水曜日。南流山地
区であれば、愛友会記念病院があるが、午後は一般診療を
行っていないので、水曜日午後、どこへ行けばいいのか。子
どもの病気は日を選んでくれない。または何かすでに施策が
あるなら、きちんと知らせてほしい。

市内や近隣市を含む医療機関の情報は、千葉県ホーム
ページ「ちば医療ナビ」や流山市医師会ホームページ等で提
供されており、市ホームページからもリンクしています。診療
日時や診療科目等を検索することができますので参考にし
てください。
本市の施策については、平成３０年７月に流山市企業立地
の促進に関する条例を改正し、産科・小児科診療所の新規
立地の促進に努めています。
また、夜間や休日の急病の際には、流山市医師会、歯科医
師会、薬剤師会の協力を得て、平日夜間・休日診療所や夜
間小児救急において初期診療・応急処置を実施していま
す。

無

P84 第６章３（１）子ども
の人権の擁護

５０ 子どもの権利や人権意識について、「今後も」とあるが、
我が家の小学５年生が、これまで子どもの権利条約につい
て学んだような記憶がありません。私は、子ども権利条約に
ついて学ぶことは大切なことだと思っているので、これまでに
行って来られたならば、どのようなことを行ってきたのか、明
記していただきたい。

５２ 多くの保護者は、スクールカウンセラーがいること自体
を知らない。まずは、保護者にスクールカウンセラーの存在
を知らせ、どうすればコンタクトできるのかを知らせることが
必要ではないか。

「５０　子どもの権利条約・児童憲章の周知・啓発」について、
学校教育活動全体を通じて、人権意識が高まるような指導
に努めています。また、子どもの権利の周知においても、ス
クールロイヤー等による「自他ともに人権を守る大切さ」を
テーマにした『いじめ防止授業』などを開催することで、子ど
もの権利や人権意識の定着のために推進してまいります。
「５２　相談・カウンセリング」について教育委員会では、小中
学生の保護者を対象に、お子さんの不登校や学校生活の悩
み等について、スクールカウンセラーによる教育相談を行っ
ています。保護者への周知は、教育委員会の窓口に設置し
ているパンフレットや指導課のホームページにて案内を行っ
ています。今後もスクールカウンセラーの周知に努めます。

有

4-5修正案のとおり。

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6
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第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案No.

全体 全体 本計画には、現在問題となっているいじめの問題、「いじめ
対策推進条例」について全く記述されていないのは、おかし
い。子どもたちの生活の中で、いじめは深刻な問題であり、
かつ流山市が条例を制定しているにも関わらず、本計画の
中に位置づけをしていない。このこと自体が、この問題を軽
視しているのではないか、逃げているのではないかという懸
念を引き起こすと思う。

いじめ防止に向けて取り組むことの重要性について認識し
ており、本計画の５０「こどもの権利条約・児童憲章の周知・
啓発」において「自他ともに人権を守る大切さ」をテーマにス
クールロイヤー等における『いじめ防止授業』を実施します。
また、教育委員会内にいじめ防止相談対策室を設置し、いじ
め防止に取り組んでまいります。

有

4-5修正案のとおり。

P85 第６章３（２）次代の
親の育成

現状と課題の部分。子どもを産み育てることへの価値観が
共有されていないのだろうか？むしろ、子育ての喜びより困
難さが強く受け止められているなど、他の要因の方が大きい
のではないか。

５３ 私は、子どもたちが、子どもの頃から乳幼児と接するこ
とはとても良い経験だと思っている。しかし、そう行った経験
を「職業体験」として実施するのが適切なのか。保育士を増
やしたいのだろうか。違和感がある。むしろ、子どもの頃か
ら、「命の学習」としての位置づけにすべきではないか。その
位置づけを間違うと、子どもの受け止めは違ったものになっ
てしまうのではないか。

キャリア教育の一環として小中学校において職業人講話、
職場見学及び職場体験を行っています。職場体験では、保
育園、幼稚園だけでなく商店、デイケア、病院など様々な体
験をしています。体験を通して社会的な課題を考える学習
は、児童生徒の成長に欠かせない学びと考えています。「命
の学習」に関しては、職業体験だけでなく、道徳の授業でも
学んでいます。

無

P86 第６章３（３）教育環
境の充実

細かいが気になるので。

５５　域で→地域で、ではないか。

５７ 道徳の教科化されます→道徳が教科化されます、では
ないか。
５７ 文章も良くないと思うが、要は教員の研修を充実した
ら、子ども達によい心の教育が行えると言いたいのか。道徳
という内心の問題が教科化されることについては、多くの問
題点が指摘されている。保護者の一人としては、重要な問題
だからこそ、これでは余計に不安になる。

５８ 身近なビオトープと通しての学びは大切だと思うが
SDG’sを踏まえてと本計画冒頭にあるにも関わらず、身近な
ものだけに止まっていていいのか。SDG’sという言葉や現在
の環境問題の重要さとの大きなギャップに驚く。流山市は、
環境問題に全く関心がないと宣言しているに等しい。プラス
ティック問題や、まさに台風でも千葉県が影響した温暖化問
題など、未来を生きる子ども達が環境問題の深刻さを理解
し、その解決に動き出すような実践を含め、教育からのアプ
ローチを検討してほしい。

「５５　子育て支援員研修」の一部を修正します。
「５７　心の教育」について道徳教育推進教師を中心に年間
指導計画の見直しや各教科と「特別の教科　道徳」との関連
の充実を図るなど、積極的に道徳教育に取り組み、学校の
教育活動全体を通じて道徳教育が進められるように推進し
てまいります。
「５８　環境教育」について学校周辺の自然や、校内に設置さ
れたビオトープを利用し、地域や学校の実態に応じた環境教
育を進めることは重要と考えます。児童生徒が、現在の深刻
な環境問題への理解を深めたり、環境保全に対する意識を
高めたりできるように、総合的な学習の時間を中心に、今後
も学びを進めていきます。

有

P86
「５５　子育て支援員研修」に 下線部分を追加します。
「地域で保育や子育ての支援活動に～」
「５７　心の教育」を下記のとおり修正します。
「「特別の教科　道徳」の時間を「要」として、学校の教育活動全体を通じて道
徳教育が進められるよう「道徳教育推進研修会」等、学びの機会を広げてい
きます。」

6-7

6-8

6-9
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第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案No.

P87 第６章３（３）教育環
境の充実

６２ 漠然とした記述で、目的がわからない。子どもの学校で
の様子からは、文化の継承や戦争体験の継承が思い浮か
ぶが、もっと明確に記述する必要があるのではないか。

６４ 突然「おはなし しゅっぱつしんこう！」とあるが、これは
何か？本セットのタイトルなのか、読み聞かせのことを言っ
ているのか、全くわからない。ここに記載するのであれば、自
分たちだけでなく、市民がわかるように記述してほしい。

「６２　世代間交流」及び「６４　絵本のふれあい体験の支援」
の内容がより分かりやすくなるよう修正します。

有

P87

「６２　世代間交流」(高齢者生きがい推進課部分)を下線のとおり追加、修正
します。
世代間交流を通じて、子どもが高齢者と触れ合うことにより、高齢者の生き
がいの創出及び子どもの「高齢者を大切する気持ち」「人のことを思いやる気
持ち」を育みます。

「６４　絵本のふれあい体験の支援」を下線のとおり修正します。
「乳幼児や保護者、子育てにかかわる方が、絵本を通してふれあう場をつく
ることで、これからの子育てに役立つように支援します。「流山市子どもの読
書活動推進計画」に基づくブックスタート事業（おはなし　しゅっぱつしんこ
う！）として、乳幼児がいつでも、どこでも色々な絵本を楽しめるように、子育
て関連施設へ乳幼児向けおすすめ本セットを設置していきます。」

P88 第６章３（４）家庭の
教育力の向上

小学校でも家庭教育講座を実施しているはずだが、乳幼児
期のみ記載されているのはなぜか？中学校では行っていな
いのか。この記述だと事業の目的や全体像が見えてこな
い。

家庭教育講座を市内の各小中学校で実施しており、各学校
PTAから選出された家庭教育準備委員と生涯学習専門員が
講座を企画・運営しています。小中学校の家庭教育講座を
実施していないように誤解を与えかねないため、「乳幼児期
の家庭教育講座」の記述を削除します。

有

P88
「６９　家庭教育講座」内の「乳幼児期の家庭教育講座」の記述を削除しま
す。

P90 第６章３（６）子どもを
取り巻く有害環境対
策の推進

７６　相談業務は４、４６などと重なっている。その場合は、そ
のことを明記すべき。

７８　「有害な社会環境の整備を推進し」という記述は、まる
で有害環境を推進するかのように聞こえる。「有害な社会環
境を改善します（なくします）」など、記述を変更した方が良
い。

７９　「浄化」という言葉の使い方が疑問。

８０　「意見を発表を通して」→「意見の発表を通して」

「７６　青少年相談」について、同じ相談業務を４６、５２、１１８
に掲載しているため、各ページにその旨を明記します。
「７８　有害図書等の調査」、「７７　街頭補導活動」、「７９　青
少年ふれあい運動」、「８０　青少年主張大会」の記述を修正
します。

有

下線部のとおり追加、修正します。

P81「４６　思春期相談体制の充実」
「青少年やその保護者たちが一人で悩まないよう、青少年専門相談員による
電話、訪問、窓口での相談の充実を図ります。※５２、７６、１１８に同相談業
務を掲載」
P84「５２　相談・カウンセリング」
「青少年やその保護者たちが一人で悩まないよう、青少年専門相談員による
電話、訪問、窓口での相談の充実を図ります。※４６、７６、１１８に同相談業
務を掲載」
P90「７６　青少年相談」
「青少年やその保護者たちが一人で悩まないよう、青少年専門相談員による
電話、訪問、窓口での相談の充実を図ります。※４６、５２、１１８に同相談業
務を掲載」
P90「７８　有害図書等の調査」
「青少年健全育成及び非行防止のため、よりよい社会環境の整備を推進し、
街頭、店舗等でのパトロールを実施します。」
P90「７７　街頭補導活動」
「～同時に関係機関と連携しながら青少年にとってよりよい社会環境の整備
を推進し、街頭等でのパトロールを実施します。」
P90「７９　青少年ふれあい活動」
「～同時に関係機関と連携しながら青少年にとってよりよい社会環境の整備
を推進します。
P90「８０　青少年ふれあい運動」
「青少年が日頃考えている抱負や意見の発表を通して広く伝えることで～」
P10１「１１８　虐待に関する相談の充実」
「青少年やその保護者たちが一人で悩まないよう、青少年専門相談員による
電話、訪問、窓口での相談の充実を図ります。※４６、５２、７６に同相談業務
を掲載」

6-10
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第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案No.

P92 第６章４（１）安全な
まちづくりの推進

８６と８７ この記述では、駅施設の整備や住環境の整備が
「子ども」にとってどのような影響があるのか、どう関連する
のか全くわからない。それがわかるように書き直してほしい。
関係がないなら、削除すべき。

「現状と課題」に記載しているとおり、子育て家庭が利用しや
すい環境のさらなる整備を求める声が上がっています。子育
て家庭が安心して生活できるよう、バリアフリーやユニバー
サルデザインの視点に立って、整備するため記載している内
容です。

無

P96 第６章５（１）多様な
働き方のできる環境
の整備

「年齢層」の問題なのか。ライフステージの問題ではないの
か。雇用と年齢を関係づけることには、慎重になった方が良
いのではないか。

「１０３　就職・再就職のための職業研修」の記述を修正しま
す。

有

P96
「１０３　就職・再就職のための職業研修」を下記のとおり修正します。
「就職、再就職を希望する女性を対象として、年齢層に即した講座を開催し
ます。」→「働きたいと考える女性を対象とした、就職・再就職のための講座
を開催します。」

P97 第６章５（２）仕事と
子育ての両立の推
進

現状と課題 最初の一文があるために、女性が働くから家
事・育児の男性の関心が高まるというように読める。女性が
働こうが働くまいが、家事・育児を担うことは男性女性に関
わらず、必要不可欠なものと思う。専業主婦や育休中の家
庭では、男性は家事育児をしなくて良いのか。そんなことは
ないはず。それは男女参画社会の基本ではないだろうか。
誤解を招くのではないだろうか。性的役割分担の意識をなく
す必要があることなど、男女共同参画担当部局と相談した
記述にしてほしい。

「現状と課題」の記述を修正します。

有

P97「現状と課題」を下記のとおり修正します。
 「女性の社会参加が進むにつれ、家事や育児に対する男性の関心が徐々
に高まってきていますが、共働きの家庭でも、家事や育児の役割の多くを女
性が担っているケースは、依然として少なくありません。」→「女性の職業生
活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）が施行され、家庭生
活においても男女の区別なく、家事や育児を共同して行う気運が高まりつつ
ありますが、家事や育児の役割の多くを女性が担っているケースは、依然と
して少なくありません。」

P98 第６章５（３）保育
サービスの充実と多
様化

「社会状況をや」→「社会状況や」 「１１１　休日保育」の記述を修正します。

有

P98「１１１　休日保育」
「社会状況をや」→「社会状況や」に修正します。

P100 第６章６（１）児童虐
待防止対策の充実

現状と課題で、児童虐待について国のレベルで語られてい
るが、流山の現状をきちんとここで説明すべきではないか。

１１７と１１９ 子ども家庭課と健康増進課、保育課が関連し
ているが、書いてあることがおおよそ同じか、全く同じ文章に
なっている。どのように分担するのか、同じことをそれぞれの
課が別々に行うのか、または協働するのか、どのように協働
するのか、これではわからない。そういったことをきちんと明
記すべきではないか。

「現状と課題」に流山市の現状についての記述を追加しま
す。
「１１７　虐待防止と早期発見」、「１１９　児童虐待防止のた
めの連携強化」について、児童虐待は早期発見、早期対応
や未然防止など幅広い対応が必要です。各施設において対
応が求められることから内容が重複することが多くなります。
関係各課で協議を行いながら役割分担及び協働することが
重要と考えています。また、ご指摘を受けて一部記述を修正
します。

有

P100「現状と課題」に下記を追加します。

「児童虐待に対してさまざまな対策が講じられていますが、本市及び児童相
談所で～」
文末に「市の関係機関との連携体制では、常に危機意識を共有しながら、要
保護児童対策地域協議会の実務者会議や個別支援会議を開催し、支援方
針及び関係機関の役割を決定しています。また、関係機関へ出向き、市とし
て必要な情報を説明しながら顔の見える関係を築いてきており、今後も引き
続き関係機関との連携・協力関係を強化していきます。」を追加します。

P101「１１９　児童虐待防止のための連携強化」
健康増進課の記述を「虐待予防の面から、保健師等の訪問、相談や健診な
どの各種母子保健事業等を通じて各関係機関との連携に努めます。」に修
正します。

P103 第６章６（３）障害の
ある子どものいる家
庭への支援の充実

１２５ 就学先の提供については、関連政令との整合性もか
んがみて、「子ども本人や保護者の意向を尊重し」という言
葉を入れることが「必須」と思う。

現在の就学相談でも、児童生徒や保護者の意向を伺い、丁
寧に就学相談を進めております。今後も、子どものより良い
学びの提供を共に考えていきます。

無

6-13

6-14

6-15

6-16

6-17

6-18
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第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案No.

P104 第６章６（４）子ども
の貧困対策の推進
（新規）

１３０　この内容であるならば、１２３とだぶっており、新規事
業ではない。何が「新規」なのか、説明が必要

「123 ひとり親家庭等生活向上事業」は、所得が少ないひと
り親家庭の子どもに学習支援を行うことによって、経済的格
差及び教育格差の解消を図るものです。
「130 子どもの貧困対策事業」は、生活保護世帯、ひとり親
世帯の子どもへの学習支援や日常生活を身に付けるため
の支援を行い、子どもの貧困の連鎖の防止に向けた取り組
みを行うものです。

無

全体 全体 評価の部分で申し上げたように、市民にわかりにくい記述に
なっている。担当部局「以外」の人が目を通しているのだろう
か。誤表記もあり、一部はここで指摘したが、他にもあると思
う。主語が不明確なため、わかりにくい。記述も、例えばICT
の説明がない、ICT指定校は市内のどこの学校なのかなど、
説明不足。改めて、細かくチェックする必要があると思う。

児童虐待の問題では、すでに指摘したが、父親または男性
へのアプローチが必要。児童相談所との連携についても、市
内に児童相談所がないからこそ、もっと説明が必要ではない
か。要支援児童対策協議会も、虐待だけの問題ではないは
ず。総合的に、子どもが抱える問題をどう発見し、対応し、ま
たは見守り、そこに様々な支援者・支援をコーディネートしな
がらも、責任をどこがとっていくのか、きちんと確認する必要
があるのではないか。

障害児童については、早期発見・早期対応といった市の姿
勢が強くみられる。しかし、子どもの発達は個々人の差が大
きく、「見守る」ことが非常に大切でもある。焦る親を孤立させ
ず、地域の中で、どう「見守る」ことができるかこそが鍵だと
思うが、そういった記述がない。これでは、保護者はもっと焦
るのではないか。

再度指摘するが、いじめ対策推進条例がこの中に文言とし
て入っていない事は問題です。きちんと、いじめに対する市
の姿勢、解決のためのしくみを明記すべき。

また不登校や引きこもりの問題も非常に大きいのに、全く言
葉も出てこない。計画の中への位置づけが必要と思う。

「６０　情報化社会への対応」について用語の説明を追加し
ます。
児童虐待の防止については、児童相談所をはじめ、市・学
校・警察・医療機関等など地域の関係機関が適切な役割分
担のもとで、必要な情報を共有しながら、一体となって子ども
又は保護者への支援を行ってまいります。
障害児童への対応については、ひとりひとりのニーズを的確
に捉え、支援してまいります。
不登校児童生徒の対策として、市内小中学校の教職員を対
象とした、不登校対策研究会を年４回実施しています。ま
た、教育支援センター（フレンドステーション）を運営し、不登
校の児童生徒を対象に、一定期間のカウンセリング、集団
生活への適応指導、教科指導、体験活動等を実施すること
によって、学校生活への復帰や自立に向けての支援を行っ
ています。
いじめ防止に向けて取り組むことの重要性について認識し
ており、「５０こどもの権利条約・児童憲章の周知・啓発」にお
いて「自他ともに人権を守る大切さ」をテーマにスクールロイ
ヤー等における『いじめ防止授業』を実施します。また、教育
振興基本計画においても施策７「豊かな人間関係づくりの推
進」を位置づけ、いじめ防止に取り組んでまいります。

有

P84「５０　こどもの権利条約・児童憲章の周知・啓発」は４－５修正案のとお
り。

P86「６０　情報化社会への対応」
下記のとおりICTについての説明を追加します。
※ＩＣＴ：「Information and Communication Technology」（情報通信技術）の略
であり、通信技術を活用したコミュニケーションのこと。情報処理だけでなく、
インターネットのような通信技術を利用したサービスの総称。

P55 第５章５（５）一時預
かり事業

「幼稚園の預かり保育実施を推進する。 ファミリー・サポー
ト・センターの実施施設数を増設する。 ショートステイ、トワイ
ライトステイについては、現在の提供体制を継続する。」とあ
るが、乳児の一時預かりを必要とする場合、幼稚園ではな
く、乳児の扱いに慣れている保育園での一時預かりの方が
安心できます。そのため、保育園での一時保育を推進してい
ただきたいです。現在は、保育園に入れなかった方の利用
で埋まっていたり、また、実施している施設が限られており、
預けに行くことが困難な場合があると思われます。

新規保育所整備に合わせて、一時保育の設置を進めます。

無

6-19

6-20

7-1
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第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案No.

P63 第５章７障害児に対
する障害福祉サービ
スの見込み量と確保
方策

「（1)児童発達支援」は、知的障害・精神障害などの児童が
対象の内容に見受けられます。

私には重度難聴の娘がいますが、（２）（３）にも当てはまるよ
うには読み取れません。難聴は、先天性障害の中でも人数
が多い障害であり、昨今の流山市の子どもの増加から、今
後も難聴児は増加すると思われます。

新生児訪問の時など、保健師の方が話を聞いてはください
ましたが、正直全く市には、参考になる情報がありませんで
した。もちろん療育に関する情報はありません。

以下、次の項目に意見引き継ぎます。

（１）児童発達支援事業は、知的・精神のみではなく、身体障
害も対象となります。
　したがって、障害の種別にかかわらず、障害をお持ちのお
子さまひとりひとりの状況・ニーズを的確に捉え、適正に支
援してまいります。

無

P103 第６章６（３）障害の
ある子どものいる家
庭への支援の充実

「具体的事業126」について、「障害のある児童の自立のた
め、障害児通所支援事業により、障害児相談支援、児童発
達支援、保育所等訪問支援及び放課後等デイサービスなど
の事業を実施します。集団・個別療育、機能訓練を実施して
いきます。」
とありますが、多種多様な障害があります。現在の「集団・個
別療育、機能訓練」は知的障害や発達障害に特化している
印象があります。

現状では市での療育は全く望めません。言語聴覚士による
発話・口話指導、手話の教育者による手話指導等が充実す
ることを望みます。現在は、県外の聾学校の相談に通ってい
ます。現状の市政では、将来的には、市外あるいは県外へ
の引越しをせざるを得ない状況です。

（都内の聾学校の幼稚部への通園は都民に限られるため。
なお、小学部以降は都外からでも可能）
市内での整備が難しければ、近隣市町村と合同での検討、
あるいは県外への越境入園を他都道府県へ認めるよう働き
かけるなどしていただきたいです。

児童発達支援センターの療育施設であるつばさ学園、児童
デイつばさにおいて、集団療育の必要性がある難聴のお子
さまに対しては療育支援をおこなっています。
また、幼児ことばの相談室では、言葉の遅れ、発音不明瞭と
いった主訴に対し、個別支援を開始した後難聴が判明した
場合は、医療管理のもと補聴器を装用し引き続き支援を実
施するといった状況があります。
聴力検査、補聴器管理、防音設備も含めより専門性を必要
とするお子様に対しては児童発達支援センター（旧難聴幼児
通園施設）や聾学校の相談部門をご案内させていただいて
おります。
 医療において、手術が有効とされている状況などもあり、個
別性の高いものと認識しています。
障害児通所支援事業については、知的障害・発達障害を得
意としている事業所もございますが、特化している訳ではな
く、他の障害も対象となります。
したがって、障害の種別にかかわらず、障害をお持ちのお子
さまひとりひとりの状況・ニーズを的確に捉え、適正に支援し
てまいります。

無

P103(3) 第６章６（３）障害の
ある子どものいる家
庭への支援の充実

ありがたいサービスですが、現在のサービス内容は、「介護
人に委託した費用を助成」とはなっていますが、保育園の一
時預かりや、一般の有料サービスを利用したものは対象外
であり、知人（親戚ではない）に謝礼を渡しての利用のみが
対象とのことでした。
これはすごく使いづらい制度です。
・障害のある子を預けられるような知人がいない場合は、全
額自己負担で一般サービスを使う必要があること（そして多
くの人はこれにあたるのではないでしょうか）
・下手をすれば、預けていないけど預けたことにして、不正受
給できてしまう制度であることになります。
通常、知人に謝礼金を渡して預けるようなことは無いです。
知人であれば、無料であったり、精々お礼の品などを渡す程
度であり、お金が必要なのは、保育園の一時保育やヘル
パーのようなサービス、ファミリーサポート、ベビーシッターな
どです。

改善を求めます。

当該事業は、ご意見をいただいた「在宅障害者一時介護料
の助成」のみではなく、短期入所、日中一時支援事業等、複
数の障害サービスを含んでいます。
お子さまを一時的に預けることは、「在宅障害者一時介護料
の助成」のみでなく、「日中一時支援事業」等、全額自己負
担ではなく、公費負担のあるサービスもございます。
したがって、市は障害をお持ちのお子さまひとりひとりの状
況・ニーズを的確に捉え、これらの事業を適正に行い、障害
のある子どものいる家庭を支援します。

無

7-2

7-3
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第２期子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画（素案）～に対する意見と市の考え方

該当
ページ

当該箇所 ご意見等 市の考え方
修正の
有無

計画　修正案No.

P103 第６章６（３）障害の
ある子どものいる家
庭への支援の充実

他の箇所と重なりますが、特別支援学校の幼稚部への越境
入学の許容の訴えかけを是非お願い致します。

特別支援学校の幼稚部への越境入学の許容の訴えかけ
は、県の担当部署と連携を図りながら進めてまいります。

無

P63 第５章７障害児に対
する障害福祉サービ
スの見込み量と確保
方策

障害児を育てる家庭に対する情報提供が少ない。
計画相談（まず、これができる事を教えて欲しい）や療養、訪
問看護など、知りたい情報が入ってこない。

市広報・ホームページ、福祉の手引き・窓口等で周知してま
いります。

無

7-5

8-1

無

9-1

P51.52.
62.73

第５章５（１）放課後
児童健全育成事業
（学童クラブ）

現在の公設学童では、利用者が選択不可能な中、支援員の
スキルがないため子どもや保護者に大きな負担がかかって
いる状況が見受けられます。問題が起きた時に解決する仕
組みがなく、突然通所を断られるケースも発生しています。
また、規模が大き過ぎて運営が回っていない事業所もありま
すし、支援が必要とまでは言えないものの特性のある子ども
への配慮は皆無です。従って、指定管理者に対し以下の①
～⑤の点を改善するよう市からの指導をお願いしたく、提案
いたします。

①支援員のスキルを向上させて欲しい。
②子どもがやりたいことが選択可能なプログラムにして欲し
い。
③子どもの問題行動が発生した場合、事業者と親と専門家
とが協力して解決する仕組みにして欲しい。
④学校教室なども利用し適正人数での管理にして欲しい。
⑤学童の中に、静養室とは別にクールダウンルームを確保
して欲しい。

以上を踏まえ、市へは以下の⑥～⑨を提案します。

⑥学童の質の向上のために市として指標を設定して欲し
い。
⑦保護者が指定管理者とトラブルになった時に相談できる
窓口を設定して欲しい。
⑧一事業所の規模を適正化して欲しい。
⑨一つの小学校区に対する指定管理者を増やして選択可
能にする、または、既存の民間学童への助成もしくは利用者
への助成をすることで、利用料を公設学童と同等にし、ひと
り親などの所得が低い家庭にも民間学童を選択可能にして
欲しい。

指定管理者とトラブルになった際は、教育総務課へ直接ご
相談ください。ご提案いただいた点については、貴重なご意
見として今後の学童クラブの運営の課題とさせていただきま
す。
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